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2020年 9月 4日 

 

株式会社 岩 手 銀 行 

 

ダイレクトメールによる「介護・軽度認知障害（ＭＣＩ）補償」団体総合保険の取扱い開始について 

 

岩手銀行（頭取 田口幸雄）では、損害保険ジャパン株式会社（社長 西澤敬二）と提携し、2020 年

9 月 8 日（火）より、当行に普通預金口座を保有されている満 40歳から満 69 歳のお客さまに対し、ダ

イレクトメールによる契約完結型の介護・軽度認知障害（ＭＣＩ）を補償する「いわぎん安心介護プラ

ン」の取扱いを開始いたします。 

人生 100年時代を迎え顕在化してきている介護・軽度認知障害（ＭＣＩ）補償ニーズに対して、昨今

の状況に鑑み非対面で契約まで対応いたします。このスキームでの介護・軽度認知障害（ＭＣＩ）を補

償する団体総合保険の取扱いは国内初の取組みとなります。 

当行は今後とも、お客さまの要望にお応えし、ご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまい

りますので、よろしくお願い申しあげます。 

記 

１．新規取扱商品名 

  「いわぎん安心介護プラン」 

  ※団体総合保険（医療保険基本特約・介護一時金支払特約・軽度認知障害等一時金支払特約セット） 

 

２．引受保険会社 

  損害保険ジャパン株式会社 

 

３．取扱開始日（ダイレクトメール初回発送日） 

2020年 9月 8日（火） 

 

４．本商品の概要等 

（１）当行に普通預金口座をお持ちで保険対象となる満 40歳から満 69歳の個人のお客さま（預金者さ

ま）を対象に、当行を団体契約者、預金者さまを団体構成員として、要介護状態（公的介護保険制

度における要介護２から５に相当）になられた場合や、初めて認知症または認知症の前段階である

軽度認知障害（ＭＣＩ）と診断された場合に一時金を補償する団体保険です。本保険への加入勧奨

は、ダイレクトメールにて行います。 

（２）この保険は、当行の普通預金口座預金者さま（個人）またはその配偶者さまを被保険者として加

入いただけます。新規加入の場合、保険始期日時点で満 40 歳～満 69 歳（継続加入の場合は満 79

歳）までの方が対象となります。 
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（３）ご加入を希望されるお客さまは、ダイレクトメールに同封している「いわぎん安心介護プラン加

入依頼書（兼告知書）」および「預金口座振替依頼書」に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、返信

用封筒にて返送していただきます。 

（４）ご加入後に普通預金口座を解約されるなど、団体構成員の資格を喪失された場合は、本保険の加

入資格を喪失し、脱退となります。 

 

以 上 

 

 

                                                                                 

 

【本件ニュースリリースに関するお問い合わせ先】 

株式会社 岩手銀行 リテール戦略部 横山 

電話 ０１９－６２３－１１１１ 


